  　　                        一般購買実施要領


（目    的）
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]  この要領は、会社において使用する物品の購買に関する手続を定めたものである。

（適用範囲）
  この要領の適用範囲は、会社が購買するすべての一般購買品に及ぶ。ただし、販売計画によって発生する商品の仕入手続については、別に定める商品仕入実施要領によるものとする。

（責任および権限）
  物品購入に関する責任と権限は、原則として購買担当部門長にあるが、経営上特に重要なものについては禀議規程にしたがって処理しなければならない。

（取引先の選定）
  購買は、原則としてメーカーまたは販売店との直接取引とする。                                                     ２．前項の場合において取引先の選定をするときは、相手        方の技術水準・供給能力・信用状態・取引条件等を調査        し、その結果をもとに購買担当部門長が決定するものと        する。

（購買の原則）
  物品の購入において、１件当たりの金額が20万円以上の取引については、原則としてそのつど複数業者の見積りを取り、また常備用購買品については20万円未満の取引であっても定期的に見積り合わせを行い、一番有利な価額による購買に努めなければならない。

（発注方法）
  発注は、購買担当部署が行い、原則として次の項目を記載した所定の注文書を発行するものとする。
①  品名・品目    ②  品質・仕様    ③  数量・重量
④  単      価    ⑤  納      期    ⑥  納入・引渡場所
⑦      ⑧  
２．発注者は、取引を円滑に行うため、取引開始に当たっては前項の諸項目について取引先と明確に合意しておかなければならない。

（受入方法）
  発注者は、納入された購買品の数量・重量・仕様・品質・価格について必ず検収しなければならない。
２．前項の場合において購買品に不良・破損・規格外等の事故のあるときは、直ちに先方に通告し、その内容に応じて値引または返品等当該購買品に対する処置を行わなければならないものとする。

（取引中止）
  取引上の契約不履行および信用不安・品質不良・納期遅延等の発生により、会社に重大な影響が及ぶおそれがある場合、購買担当部門長は速やかに取引中止の処置をとらなければならないものとする。

（支払方法）
  支払は、検収後の毎月○日に締切り、翌月○日支払を原則とする。
２．前項の規定にかかわらず、前払または即金払を条件とする取引は原則として行わない。ただし、特殊な購買品または小額の一時的取引の場合は、この限りでない。
３．購買先から受取るべき金銭債権がある場合は、対当の額をもって相殺することができるものとする。
４．支払条件の変更を行う場合、購買担当部門長は経理部長と協議のうえ、決定する。

（留意事項）
第１０条  この要領に基づき、事務取扱上に疑義を生じた場合、購買担当部門長は別に定める購買管理規程にしたがって正しい対応を行うものとする。
２．購買担当者は、前項の規程およびこの要領の定めるところにしたがい、厳正な態度で業務に従事しなければならない。

（改    廃）
第１１条  この要領の改廃は、総務部長が立案し、管理本部長と協議のうえ、社長が決裁する。

（付    則）
    この要領は、令和○年○月○日から実施する。
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